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第１8・19回裁判について  

朝鮮学校無償化実現・福岡連絡協議会 
      －朝鮮学校無償化裁判を支援する会―  

■ 第18回口頭弁論 
 

 ２０１８年６月７日（木）１４時から、無償

化裁判の第１８回口頭弁論が行われま

した。 

 今回は、原告２名の本人尋問が実施さ

れる裁判であり、多くの傍聴希望者が来

ることが予想されたため、通常使用する

２０３号法廷（傍聴席約４０名）ではなく、

福岡地裁小倉支部で最も広い２０７号法

廷(傍聴席約８０名)で弁論が行われまし

た。 

 

 裁判では、冒頭、両当事者が提出した

準備書面及び証拠の確認がありました。 

原告は、準備書面（２５）を提出するとと

もに、甲Ａ１７０～１７７号証を提出しまし

た。 

 

 準備書面（２５）は、検討会議での議論

状況や経過に関する内容となっており、

被告である国が、ハ号規程１３条に関し

て突如言い出した「教育基本法」やこれ

に関する「不当な支配」等のワードが、検

討会議における議論では何らなされてい

なかったことを整理した書面となってお

り、これに合わせて甲Ａ１７０～１７６号証

を提出しました。 

 

 甲Ａ１７７号証は、検証（学校視察）が

実施されないこととなったため、九州朝

鮮高級学校やそこに通う学生らの様子

を記録したＤＶＤとなっており、尋問に先

立って、裁判官や被告代理人、傍聴席に

向けて上映しました。 

 朝鮮語の授業だけでなく、日本語や英

語の授業、世界歴史に関する授業風景

が記録されており、休み時間に日本の小

説を読む様子や運動会の練習風景等も

記録されていました。また、２０１８年２月

に行われた無償化差別に反対する県民

集会の様子や集会後に小倉駅で行われ

た街頭宣伝の様子も記録されていまし

た。 

 

 この動画は、釜山出身であるキム・チ

ウン映画監督が作成してくれたもので、

監督は、無償化裁判が始まる数年も前

から、釜山から何度も朝鮮学校を訪れて

くれている方です。朝鮮学校を知らない

裁判官や被告代理人も真剣な表情で１０

分間の動画を見つめていました。 

 

 ＤＶＤ上映後、原告２名の本人尋問が

各３０分ずつ実施されました。 

 

 原告の一人は、朝鮮高校卒業後、日本

の大学に進学して薬剤師を目指している

男性であり、もう一人は、朝鮮高校卒業

後、朝鮮大学に進学した後、保育士の資

格をもって朝鮮幼稚園で勤務する女性で

す。原告両名とも朝鮮高校在学時に無

償化制度を知り、朝鮮高校にも無償化

が適用されることに関して大きく期待した

けれども、審査が長引くばかりか朝鮮高
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校だけが無償化制度から除外されたこ

とを知り、大きく傷つくとともに、朝鮮学

校差別に対する憤りを覚え、自分たち

は朝鮮高校を卒業するものの、学校で

学ぶ後輩たちのためにも、無償化適用

に向けて戦い続けるという強い気持ち

を裁判官に訴えていました。 

 

 男性原告は、日本の大学に本名で通

い、在日の歴史を知らない人たちから

は、「いつ日本に来たのか」と質問され

ることはあるけれども、丁寧に説明すれ

ば、ほとんどの人が在日のことを理解

してくれ、この無償化裁判についても、

勝訴してほしいと温かい言葉をかけら

れたと話していました。また、最後に裁

判官に言いたいこととして、朝鮮半島や

朝米を取り巻く政治情勢が大きく転換し

ようとする中、日本政府だけが、このよ

うな朝鮮学校差別を続けてもよいのか

と訴えていました。 

 

 本来であれば、無償化問題と政治問

題は全く無関係であるにもかかわら

ず、男性原告は無償化問題の本質を

見抜き、裁判官に対して、その本質か

ら目を背けずに判決してほしいと訴え

ていたように思われます。 

 

 余談ですが、男性原告の尋問を担当

された後藤富和弁護士は次のように

語ってくれました。 

 「幼稚班から高級部まで朝鮮学校に

通った子で、今は日本の大学に通って

いる。その子によると、差別はときどき

受けてきたらしいんですね。例えば、中

級部の時に日本の学校とサッカーの試

合をしていて、朝鮮学校側が勝ってい

たら相手チームの選手から『キムチくせ

え』と言われたとか。私みたいな日本人

からしたらすごくショックで、ああ、もっと

差別の現状を知らないといけないなと

思いました。でも、その子は『ほとんど

の日本人はそんなことはなくて、とても

親切にしてくれる』とキラキラした目で

話すんですね…」 

 「尋問の質問の打ち合せも特にせず、

その子には思っていることを本当に素

直に自由に話してもらいました。そうし

たら、『大学には朝鮮名で通っている

の？ 通名で通っているの？』という質

問で、その子がついうっかり法廷で自

分の本名を言ってしまったんですね。

法廷では、傍聴席から顔が見えないよ

うに仕切りも置くのに、自分で名前を

言っちゃった（笑）。閉廷後、報道の方

に『名前を出すのは控えて下さい』と伝

えましたよ。」 

 

 裁判官も、このハプニングにはつい

笑っていました。 

 女性原告は、民族衣装であるチマチョ

ゴリを着て尋問に臨みました。なぜチマ

チョゴリを着たのかを尋ねると、自分は

日本で生まれたが日本人ではなく朝鮮

人である、そのことを強く意識してこの

裁判に臨まなければならないと思った

ので、チマチョゴリを着てきたと話して

いました。 

 

 女性原告は幼いころから朝鮮舞踊を

学び、民族の歌に合わせて踊ること

で、自分が何者であるのかを意識でき

ると話しながら、朝鮮学校でウリマル

（朝鮮語）に触れ、朝鮮学校で生活する

ことこそ、朝鮮人である自分たちにとっ

て重要なことであると話していました。 

 

 在日朝鮮人が、日本において民族の

言葉や文化に触れながら自由に学ぶこ

とが何故妨害されなければならないの

かと、これまた無償化裁判の本質を裁

判官に強く訴えていたと思われます。 

 

 また、女性原告は幼いころから保育

士になることを目標としていましたが、

日本の大学に進学すれば保育士の資

格を得られるところ、あえて日本の大学

には進学せず、朝鮮外学校で保育を学

びました。朝鮮大学校を卒業しても保

育士の資格は得られないため、別途国

家試験を受験しなければならず、原告

は、朝鮮大学校卒業後に国家試験に

合格して保育士の資格を取得して、現

在は朝鮮幼稚園で、園児に対してウ

リマルや民族の文化、歌や踊りを教

えていると話していました。 

 

 原告２名の尋問が終わると、傍聴

席からは大きな拍手が起こりまし

た。本来であれば裁判官は拍手を制

止しますが、傍聴席の拍手を制止す

ることはありませんでした。それほど

に、裁判官の心に響いた尋問であっ

たと思われます。被告代理人からも

原告本人に対する反対尋問はなさ

れず、判決に向けて意義のある尋問

となったと思います。 

 

■ 第19回口頭弁論 
 

 その翌々週、６月２１日（木）１４時

から、同じ２０７号法廷で三輪定宣教

授の証人尋問が実施されました。 

 

 ８０席の傍聴券を求めて約１６０名

の方々が駆けつけました。九州朝鮮

中高級学校の高級部全生徒のほ

か、福岡朝鮮初級学校の初級部６

年生も参加。福岡初級の子どもたち

はオモニ会の代表と一緒に車で１時

間かけて裁判所を訪れ、初めての裁

判所に少し緊張した面持ちでした。 

 三輪教授は、無償化法制定や改

正にあたって、国会に参考人として

招致され、朝鮮高校差別に関して、

原告側の意見書を提出してくれた方

です。 

 また、教育行政学の中でも主に教

育財政学を専門として研究されてい

る方で、さまざまな大学で教鞭をとっ

ておられます。加えて、１９８０年代

からは日本で無償教育をすすめる

教育運動を精力的に続けてこられた

方です。 

 ご自身の専攻の立場から書き上げ

た意見書のタイトルは「朝鮮高校生
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● 広島（控訴審） 

２０１８年９月４日（火）に控訴審の

第２回弁論となっています。 

 

● 愛知 

２０１８年４月２７日（金）に第一審

判決が言い渡されましたが、敗訴

判決となりました。愛知弁護団は５

月８日に控訴しました。 

 

● 大阪(控訴審) 

２０１８年４月２７日（金）に控訴審

が結審となり、控訴審判決は、９月

２７日（木）に言い渡されます。 

 

● 東京(控訴審) 

２０１８年６月２６日（火）に控訴審

が結審となり、控訴審判決は、１０

月３０日(火)に言い渡されます。 

他地方の裁判状況 

就学支援金差別事件に関する意見書

―無償教育の意義と朝鮮高校生就学

支援金差別の不当性―」。法廷では、

この意見書をもとに尋問が進みました。 

 

 三輪教授は意見書の冒頭で、国連・

国際人権規約の社会権規約（＝「経済

的、社会的及び文化的権利に関する国

際規約」のこと）について、「半世紀にわ

たり国際社会の権利保障の法規範と

なっている」と重要性を説明していま

す。法廷でもそれに言及しつつ、規約

で示している「教育への権利」の部分を

強調しました。 

  

 同規約では、「教育についてのすべて

の者の権利」を定め、「教育が人格の

完成及び人格の尊厳」、「諸国民の間

及び人種的、種族的又は宗教的集団

の間の理解、寛容及び友好」などを目

指すべきことを明記しています。 

 

 続いて、このような「権利の完全な実

現」のため、初等教育の無償性に加え

て中等・高等教育の「無償教育の漸進

的導入」などを規定しています。 

 そして、規約が定める無差別平等原

則が適用されるため、「人種」「国民的

出身」など「地位によるいかなる差別も

なしに行使されることを保障」されてい

ます。（以上、概要は意見書より） 

 

 三輪教授は尋問に沿って以上のよう

な内容について適切に説明しつつ、し

たがって「無償教育を受ける権利は、

朝鮮高校の生徒にも無差別平等に保

障されるべき」だと理論的に明言しまし

た。 

 

 他にも、朝鮮学

校が無償化制度

に適用されるかど

うかの基準となっ

ていた規則１条１

項（専修学校及び各種学校のうち「高

等学校の課程に類する課程」）２号ハ

の削除については、「もともと『高等学

校の課程に準ずる課程』ではなく、『高

等学校の課程に類する課程』としたの

は、一条校だけではなく、より柔軟に適

用を認める趣旨のものだから。ハの削

除は、朝鮮学校を排除するための恣意

的な細工」という旨の発言をして、文科

省の裁量権の乱用を指摘しました。 

 また、被告による「朝鮮学校は総聯や

朝鮮から『不当な支配』を受けている」

という主張に関連づけて行われた尋問

では、以下のようなやり取りがありまし

た。 

 

 ● 原告弁護士 

「朝鮮学校を見てどう思われました

か？」 

 ● 三輪教授 

「教育の自治が保障されている。日本

の文化についての理解も取り入れなが

ら、自分たちの教育を実践しようという

思いが感じられた」 三輪教授は続い

て、「民間の団体が教育の内容を促進

させる。そこに権力が不当に介入する

ことが良くない、許されないというのが

『不当な支配』の考え方。『不当な支配』

の主体は国家や権力」、「（朝鮮による

「不当な支配」という論法もあるが）教育

基本法ではもともと『他国からの干渉』

ということは想定していない」という風に

ものべていました。 

 

 そうして約１時間におよぶ尋問は終

了。専門家による、よどみのない回答

に傍聴席からは小さく拍手も上がりまし

た。 

 

 裁判後の報告集会では、三輪教授へ

の尋問を行った安元隆治弁護士が発

言。 

 「三輪先生は普段から色々な人と話

す機会があるが、教育法の学者の中

で、この問題について国と同じような立

場をとって、無償化制度から朝鮮学校

を除外するのを是とするような人とは

会 っ た こ と が な い と 仰 っ て い た。」 

 「今回の裁判に向けて三輪先生と何

度も打ち合わせをしながら思ったのが、

先生は『（日本で完全な）無償教育を実

現する』という、高校無償化よりもさらに

ずっと先を見ている方だということ。とて

も大きなことを考えている先生に、国に

よるヘイトのような、朝鮮学校だけを除

外するという理屈はあり得ないという、

こんな情けない証言をして頂かないと

いけない事態に申し訳なさを感じた。そ

ういう酷い価値観の中で、この問題をど

う捉えるべきかということを裁判官にア

ピールしたかった。」 

 とても印象的な視点でした。 

 

 弁護団からは、次回、第２０回口頭弁

論の期日が９月２０日（木）１４時に決ま

り結審することとなった事が報告され、

最終準備書面には弁護団はもちろん、

この裁判に関わったすべての方々の魂

を込めるために奮闘するとの決意表明

がありました。 

 

 九州でもついに結審！緊張が高まり

ます。引き続き各地の弁護団、支援団

達と連携しながら勝訴に向けて頑張っ

ていきましょう！ 

 

※編集部：今回の裁判報告に関して、

弁護団の金敏寛事務局長、雑誌イオの

黄理愛記者の承諾を得て多くの部分を

転載しました。ご協力カムサハムニダ。 



すべての子どもには学びへの権利があります！ 

 
 ■ 郵便振込の場合 
  ０１７５０－７－１６４４５４ 
  朝鮮学校無償化実現・福岡連絡協議会 
 ■ 銀行振込の場合 
  福岡銀行折尾支店 （普）２９８８６０９ 
  朝鮮学校無償化実現福岡連絡協議会 事務局 ユン キョンリョン 
 ■ 労働金庫振込の場合 
  九州労働金庫福岡県庁前支店 （普）６７１３５７７ 
  朝鮮学校無償化実現福岡連絡協議会 事務局員 前海満広 

■会費（カンパ）のお願い 

  本会の趣旨に賛同いただき会費（カンパ）のご協

力をお願いいたします。（振込先は右記参照） 

○ 団体会費 一口 5､000円 

○ 個人会費 一口 1､000円 

これまでのご協力に厚くお礼申し上げると共に、

裁判の広範な支援の為には、これからも継続的な

ご協力を呼びかけていきたいと思っております。

皆様の暖かいご支援をお待ちしています。 

朝鮮学校の支援の輪が広がる(韓国釜山市） 

   朝鮮学校を支える会事務局長 瑞木 実 

함께 해요! 조선학교 

 「一緒にやろうよ！ 

          朝鮮学校」 

 ２０１８年６月２２日（金）釜山市の民

主公園別館で「ハムッケヘヨ！チョソン

ハッキョ（いっしょにやろうよ！朝鮮学

校）」と題した懇談会が行われました。 

 釜山市の市民団体「トンポネット」（海

外同胞民主文化・教育ネットワーク）が

主催したものです。 

 

 在日同胞社会の拠点とも言える朝鮮

学校の現状と併せて日本政府によって

いかに差別を受けているか、広く韓国

市民に知らせ、支援の輪を広げる取り

組みです。 

 会費（カンパ）のお知らせせ 

 ～６月２２日、午後４時の開

会時間に間に合うようにタク

シーに乗り込む。日本では考

えられないような凄いスピード

の運転にいささか戸惑う。釜

山市街を一望できる山の中腹にある民

主公園に到着。前日から釜山入りして

いた小倉地区故国訪問団の２０名の方

と合流。全体で１００名近くの参加者。 

 

 会場となった民主公園別館は、戦前・

戦後の民主化運動の歴史を記念して

建設されたもの。韓国市民が多くの血

を流しながら、勝ち取った民主化の歴

史の展示場となっている。 

 

 １６時から大阪朝鮮高校の卒業生・生

徒５人による創作劇「4.24の風」（１９４８

年阪神教育闘争をモチーフにしたもの）

の上演。 

 １７時３０分から九州無償化弁護団事

務局長の金敏寛弁護士による「朝鮮学

校の現状と高校無償化除外訴訟の経

過報告」講演。 

 １８時３０分から大阪朝鮮高校３年生

による「高校無償化の取り組みを通じ

ての思い」の発表。 

 意見交換会では、「日本政府による朝

鮮学校への差別政策を知ることができ

た。同胞としてしっかりと支援をしていき

たい。」との発言が次々と出された。 

 

 最後に福岡歌舞団による歌と踊りの

披露があり会場は熱気に包まれた。～ 

 終了後、市内の食堂で約６０名参加

の交流会がありました。口々に 「朝鮮

半島情勢は、大きく変わってきている。

韓日、朝日関係を改善しようとするな

ら、朝鮮学校を始めとする在日同胞へ

の差別政策をやめるべきだ。私たちは

朝鮮学校への支援をこれからも続けて

いきたい。」との発言がありました。 

 

 最後にトンポネットと朝鮮学校の共催

で日本の市民に向けての文化交流会

を北九州市で行うとの合意ができ、そ

れぞれにその準備に入ることになりま

した 。 


